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電子処方箋について

電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕

組み。オンライン資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該

データを活用した重複投薬等チェックの結果確認が可能に。（令和５年（2023年）１月～運用開始）
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電子処方箋システムによる薬剤情報の拡充

お薬手帳や患者とのコミュニケーションを基に把握する情報

電子処方箋管理サービスなどに記録されたお薬のデータを基に把握する情報

※ 紙の処方箋を含め、電子処方箋管理サービスに登録された処方・調剤した薬剤情報は活用が可能

※ マイナ保険証での受付によって薬剤情報の閲覧は可能となる

凡例

過去５年間

患者の記憶など従来

オンライン資格確認

導入済

患者の記憶など

＋過去1か月～５年分の薬剤情報

電子処方箋

システム対応済

患者の記憶など

＋過去５年分の薬剤情報

過去1か月程度直近

患者の「直近の」薬剤情報まで確認可能

○ 電子処方箋システムの導入により、電子処方箋、または紙の処方箋を問わず、処方・調剤した薬剤情報は電子

処方箋管理サービスへの即時反映が可能となる。

○ これにより、電子処方箋システムを導入した医療機関・薬局において、患者の「直近の」薬剤情報まで共有さ

れる。また、処方・調剤時、この薬剤情報を活用した重複投薬や併用禁忌のシステムチェックが可能となる。

医療機関 薬局
支払基金・
国保中央会

医療機関 薬局
支払基金・
国保中央会

医療機関・薬局の双方が電子処方箋システムに対応している場合

医療機関の処方箋発行、薬局の調剤結果登録のいずれも電子的に可能
となる。これにより、今後患者が訪れた電子処方箋対応医療機関・薬局
でリアルタイムの薬剤情報の活用が可能となる。

薬局のみが電子処方箋システムに対応している場合

紙の処方箋を受け付けた薬局は調剤結果を登録する。これにより、
今後患者が訪れた電子処方箋対応医療機関・薬局でリアルタイムの薬
剤情報の活用が可能となる。

電子処方箋管理サービス 対応済対応済

電子処方箋管理サービス 対応済未対応
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電子処方箋の施設別 導入状況

令和８年２月22日時点

出典：電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription 4

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription


都道府県別の導入状況（医療機関・薬局）

令和８年２月22日時点

出典：電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription 5

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription


市区町村別の導入状況

6
令和８年２月22日時点

出典：電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription


市区町村別の導入状況

7
令和８年２月22日時点

出典：電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription


電子処方箋の活用状況

8
令和８年２月22日時点

出典：電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription


診療科別の医師・歯科医師の導入・利用メリットの声

○ 医師・歯科医師の「診察、処方等に役立つことがある」「自院で電子処方箋を導入することにより、他院での診

察、処方の役に立つ」のお声を、医科診療所・歯科診療所の診療科別に紹介しています。

＜医科向け＞ ＜歯科向け＞

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001303618.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001303628.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001303628.pdf

電子処方箋等活用事例 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_case.html
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避難先の医療機関・薬局で患者の薬剤情報等を活用

POINT: 避難先の施設でオンライン資格確認等システムに蓄積された薬剤情報等を活用！

資料骨子

・

・

令和６年能登半島地震において、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能（災害時医
療情報閲覧）」（災害時モード）を利用して、薬剤情報等が災害医療に活用されました。

石川県の医療機関・薬局の方々より情報提供いただきました

活 用 事 例

・ 患者が普段通っていない避難先近くの医療機関で、薬剤情報等を確認して診療。

・ 患者が普段通っている薬局が営業不可能な状態になったため、営業可能な薬局で薬
剤情報等を確認して調剤・服薬指導。

・ 避難所の医師が処方し、薬局で調剤の流れの中で、薬局で薬剤情報等を確認。医療
従事者間で連携し、適切な治療法を検討。

現 場 か ら の 声

薬剤師 小林 星太さん

⚫ 患者さんは薬剤の現物は持っていてもお薬手帳や薬剤情報提供書を持っていないことが多く、持参し

た薬剤以外にも使用している薬剤があるかもしれません。その際、抜け漏れがないか確認できるのは

有用です。

⚫ 例えば、抗生剤等を使用している場合、当該薬剤をいつから使用しているかを確認でき、継続可否の

判断に役立っています。

⚫ 被保険者番号等が確認できるのも有用です。
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資料骨子

・

・

⚫ 営業可能な薬局１件に業務が集中して大変ですが、患者さんの薬剤情報を効率的に収集できて大変有用です。患者へ

の聞き取りのみしか手段がなければ業務が追い付きません。

⚫ 普段、当薬局を利用していない患者さんについても、正確な薬剤情報を入手できました。

⚫ レセプト情報のみの場合は、直近の情報を患者に確認したり、手持ちの薬剤も確認しながら慎重に対応しました。

薬剤師 A

⚫ 災害の状況にもよりますが、医療機関・薬局のどちらも避難してきた患者を普段診ていないため、できるだけ医療機

関・薬局双方で薬剤情報を閲覧し、ダブルチェックすることが大事だと感じます。
薬剤師 B

⚫ 眼薬を能登の自宅に置いてきてしまいました。くすりの名前までわからなかったのですが、薬剤師さんが調べてくれ

て眼薬を再開できました。
患者 A

患者 B

⚫ 吸入薬を使用していて何というくすりだったか忘れてしまいましたが、同じくすりを再開できて安心しました。

災害発生時にも、オンライン資格確認等システムの薬剤情報等が活用されています。

電子処方箋の活用が広がれば直近の薬剤情報が更に充実します。

災害時モードとは

○ オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能（災害時医療情報閲覧）」（災害時モード）とは、地震等の災

害発生時に、災害救助法適用地域等に対して時限的に開放される機能です。災害時モードを利用すれば、患者がマイナンバーカード

や健康保険証、お薬手帳等を持参できない場合であっても、氏名や住所等の情報から患者を特定し、本人の同意の下、患者の薬剤情

報・診療情報・特定健診等情報を閲覧することができます。

○ この機能により閲覧できる薬剤情報にはレセプト由来の情報に加え、全国の電子処方箋対応施設で登録された直近の処方・調剤情報

が含まれます。

○ 患者への聴取と組み合わせることで、被災者への医療の継続に役立てることができます。

○ 令和６年能登半島地震において、本機能は石川県や富山県の二次避難先の地域も含め2/1までに約22,000件活用されています。 11



POINT：オンライン診療を受けた患者が、処方箋の郵送が困難な被災地にいるときも、

原本がデータである電子処方箋を使えば現地の薬局で調剤を受けられます

電子処方箋を活用し、
災害時にも患者が調剤を受けられる医療提供体制を！

電子処方箋をはじめとした医療DXにより、災害時にも安心して医療を受けられる体制が整ってきています。

【参考】 公立松任石川中央病院（石川県）

PETセンター長 横山邦彦さん

○令和６年能登半島地震において、被災
地にいる患者にオンライン診療を実施
し電子処方箋を発行することで、患者
は現地の電子処方箋対応薬局で調剤を
受けられた事例。

○震災による道路の寸断等の影響で、患
者の居住地は、通院はおろか、処方箋
を郵送で受け取ることすら困難な状況
であった。一方、通信インフラは回復
していたことから、患者が現地の電子
処方箋対応薬局を利用できることを確
認し、当該患者に対しオンライン診療
を行った上で、電子処方箋を発行した。

○これにより、患者は電子処方箋対応の
薬局で調剤を受けることができた。

（注）処方内容（控え）は交付せず、引換番号は必
要に応じて口頭等で伝達。

事例

石川県の31の基幹病院と、その他病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション等の医
療機関・施設との間で、患者の同意に基づき診療情報を共有する仕組みです。約６万人の
県民が登録し、650以上の医療機関・施設間で情報が共有されています。（令和６年3月13

日時点。）令和６年能登半島地震においては、被災地の医療機関の診療情報が避難先の医
療機関や避難所で共有されるため、継続した診療が受けられるなど、積極的に活用されて
います。

※１ いしかわネット（いしかわ診療情報共有ネットワーク）とは

石川県においてはいしかわネット（※１）の利
用をはじめとした医療DXを進めてきました。
今回は、電子処方箋とオンライン診療により、
被災地の患者が現地の薬局で調剤を受けるこ
とができ、健康の維持を支援することができ
ました。

当院がある白山市、野々市市の医療圏では、
電子処方箋を運用する仕組みが、全国最速で
整いつつあります。（※２）対応施設を増やし、
面で広く展開してこそ電子処方箋の最大のメ
リットが発揮されると考えます。

（※２）白山市の薬局の運用開始率は83.7%、野々市市は68.3%

（令和6年3月24日時点）
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第四期医療費適正化計画（R6～11 (2024～2029 )年度）

「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針」平成
28年３月31日厚生労働省告示第128号（抄） （令和５年７
月20日全部改正）

二 計画の内容に関する基本的事項
２ 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
（２） 医薬品の適正使用の推進に関する目標

～医療機関及び薬局における重複投薬等の確認
を可能とする電子処方箋のメリットの周知等
による普及促進等、重複投薬の是正に関する
目標を設定する～

３ 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関
する事項

（２） 医療の効率的な提供の推進
③ 医薬品の適正使用の推進
～医療機関及び薬局における重複投薬等の確認
を可能とする電子処方箋の普及促進～

○ 基本方針において、医療の効率的な提供を推進する施策として、電子処方箋の普及促進を進めることとし

ている。

○ 令和６年７月19日付け連名通知「電子処方箋の活用・普及の促進に向けた協力依頼について」も各都道府

県へと発出。

医療費適正化計画 連名通知
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電子処方箋に関する新たな目標設定

○ 電子処方箋については、令和７年７月時点で、薬局の８割超に導入、利用申請は９割を超えていることから、今

夏時点で概ねすべての薬局に導入されることが見込まれる。一方で、医療機関への導入は１割程度に留まる。

○ 調剤結果登録率も全処方箋の約８割に達し、８月には電子処方箋管理サービスの改修（医薬品のダミーコードを

受け付けない）も完了し、今夏以降、薬局において電子処方箋システムの利用も一般的になり、直近の薬剤情報の

活用による医療安全が確保されつつあるが、電子処方箋の意義を発揮し、更なる医療安全を確保するためにも、調

剤結果登録の更なる充実及び医療機関への導入は課題である。

○ 医療機関において電子処方箋の導入を進めるにあたっては、電子カルテが導入されていることが重要である。電

子カルテが既に導入されていたとしても、改修費用が一定かかることから、医療機関に過度な負担が生じないよう、

電子カルテの更新期間（５～７年）の希望するタイミングで、電子カルテ情報共有サービスへの対応とともに一体

的に導入を促すことが肝要である。

更なる医療安全を確保するため、電子処方箋については、

・ 保険制度下における処方箋について、速やかに概ねすべての調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されることを目指すとともに、

・ 患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備するすべての医療機関への導入を目指す

電子処方箋の新目標

【電子カルテを導入済の医療機関】電子カルテを更改するタイミング等で、電子カルテ情報共有サービスへの対応とともに一体

的に導入を促進
※ 既に電子カルテ情報共有サービスに対応している医療機関に対しては電子処方箋単独の導入を促進

【電子カルテを未導入の医療機関】電子処方箋機能を実装する標準型電子カルテの導入もしくは電子カルテ情報共有サービスに

対応したクラウド型電子カルテとの一体的な導入を促進

医療機関への導入方針

※ 医科医療機関を想定。歯科医療機関については、現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能に関し、本年度から検討を行い2026年度中に具体的な対応方針を決定する。
※ 上記については、経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年６月13日閣議決定）における「全国医療情報プラットフォームを構築し、電子カルテ情報共有サービスの普及や電子処方箋の利用拡大（中略）これらの取組に加えて、必
要に応じて医療ＤＸ工程表の見直しを検討する」に基づき対応していく 14

第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚生労働省推進チーム（令和７年７月１日）資料２



今後の対応方針

電子処方箋については、今夏時点で概ねすべての薬局に導入されることが見込まれ、今夏以降、薬局において

は電子処方箋システムの利用も一般的になる。新たな目標を踏まえ、電子処方箋の意義を発揮し、医療現場に

とって電子処方箋を利用しやすく安全に運用できる仕組み・環境を引き続き整備するとともに、導入阻害要因

の解消に向け、新たな導入・利用促進策、周知広報の強化、効果検証等を実施する。

⚫ 未導入医療機関の導入阻害要因を継続的に分析するため、定期的にフォローアップを実施

⚫ 導入済医療機関・薬局における利活用状況や効果等の調査。今夏概ねすべての薬局に導入されることが見
込まれることを踏まえ、令和８年に既に導入された医療機関・薬局における利活用状況や効果等を提示

新たな導入・
利用促進策の方針

安全に運用できる仕
組み・環境の整備

効果検証

⚫ 保険制度下における医療用医薬品の薬剤情報取得は電子処方箋システムの活用を原則としていく

⚫ 医療機関については、医療機関の実情を踏まえた、患者の医療情報を共有するための電子カルテ等との一体
的な導入を進めるとともに、地域の医療ニーズに合わせた医療DXの推進を進める

⚫ 電子処方箋の導入状況や医療機関の実情等を踏まえ、財政支援のあり方について検討

⚫ ダミーコードに関する電子処方箋管理サービスの改修・医薬品コードの整備により、導入済医療機関で安全
に電子処方箋が発行できる環境を構築するとともに、利用者のUX向上に資するよう運用を改善

⚫ 電子処方箋の運用に必要な電子署名システムに関し、安定的な運用基盤の整備の検討を進める

⚫ ベンダーに対し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスへの対応並びに医薬品コード等への適切な対
応を要請する

⚫ 令和７年８月に電子処方箋管理サービスの改修（医薬品のダミーコードを受け付けない）を完了。その他医
薬品コードに関するシステム上の措置も同月までに実施完了。必要な改修については、医療現場への負担が
可能な限り生じないよう、速やかに実施

⚫ 医薬品コードの整備、マスタの一元管理を進める

⚫ 医療従事者等に向けたコードやマスタ等に関するわかりやすい周知の実施

周知広報の強化

⚫ 令和７年９月以降、国民・医療従事者向けに、電子処方箋を含む医療DXのメリット・医療機関薬局間連携
を含む臨床活用事例等について周知広報を強化し、国民理解を醸成する。

⚫ 院内処方においても電子処方箋で得られるメリットや負担のない運用等について、プレ運用の検証も踏まえ
ながら適切な周知を実施

⚫ 日本災害医学会等の関連学会と協力し、臨床における電子処方箋の活用事例等を周知

15

第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚生労働省推進チーム（令和７年７月１日）資料２



医療情報化支援基金（ ICT基金）による電子処方箋の導入補助

令和７年９月まで

○ 令和７年10月以降の医療情報化支援基金（ICT基金）による電子処方箋の導入補助について、補助対象とする導入期限を
令和８年９月まで延長した上で、令和７年10月以降に導入した施設に対しても補助を実施する。また、補助対象の機能につ
いて、従来の院外処方機能に加えて院内処方機能も補助対象に追加※する。

○ 令和８年10月以降の補助の取扱いについては、令和８年夏までにとりまとめられる電子カルテ/共有サービスの普及計画を
踏まえて、電子処方箋と電子カルテ/共有サービスが一体的に導入が進むよう、改めて補助の取扱いを検討する。ただし、薬
局については、現時点において概ねすべての薬局に導入されることが見込まれていることから、補助対象とする導入期限と
しては令和８年９月までの延長を最後とし、未導入薬局に対しては導入期限までの導入を促すこととする。

※ 院内処方情報を電子処方箋管理サービスへ登録する際に、電子署名を求めていないため、電子署名に必要となるHPKIカードの保
有等は必ずしも必要ない。補助事業においても電子署名を必要としない施設は、HPKIカードの保有等は求めない。

200.7万円を上限に補助

※事業額の602.2万円を

上限に、その1/3を補助

大規模病院

162.2万円を上限に補助

※事業額の486.6万円を

上限に、その1/3を補助

135.3万円を上限に補助

※事業額の405.9万円を

上限に、その1/3を補助

病院

108.6万円を上限に補助

※事業額の325.9万円を

上限に、その1/3を補助

27.1万円を上限に補助

※事業額の54.2万円を

上限に、その1/2を補助

診療所

19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

13.8万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/4を補助

大型チェーン薬局

9.7万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/4を補助

27.7万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/2を補助

薬局

19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

令和７年１０月以降

247.7万円を上限に補助

※事業額の743.2万円を

上限に、その1/3を補助

大規模病院

200.7万円を上限に補助

※事業額の602.2万円を

上限に、その1/3を補助

169.6万円を上限に補助

※事業額の508.8万円を

上限に、その1/3を補助

病院

135.3万円を上限に補助

※事業額の405.9万円を

上限に、その1/3を補助

35.9万円を上限に補助

※事業額の71.7万円を

上限に、その1/2を補助

診療所

27.1万円を上限に補助

※事業額の54.2万円を

上限に、その1/2を補助

15.1万円を上限に補助

※事業額の60.3万円を

上限に、その1/4を補助

大型チェーン薬局

13.8万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/4を補助

30.2万円を上限に補助

※事業額の60.3万円を

上限に、その1/2を補助

薬局

27.7万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/2を補助

院外処方機能

（基本機能）

院外処方機能

（基本機能＋追加機能）

院外処方機能＋院内処方機能

（基本機能＋追加機能＋院内処方機能）

院外処方機能

（基本機能＋追加機能）

【大規模病院】病床数が200床以上の病院 【大型チェーン薬局】グループで処方箋の受付が月４万回以上の薬局

【追加機能】リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索 16



事 業 の 概 要

医薬・生活衛生局総務課（２１９５）

（補助の対象となる費用）
ア．基本パッケージ改修費用：電子カルテシステム、レセプト電算化システム等の既存システム改修にかかる費用
イ．接続・周辺機器費用：オンライン資格確認端末の設定作業、医師・薬剤師の資格確認のためのカードリーダー導入費用（カード取得費用は除く）
ウ．システム適用作業費用：現地システム環境適用のための運用調査・設計、システムセットアップ、医師、運用テスト、運用立会い等

電子処方箋の機能拡充の促進事業

大規模病院 病 院 診療所 大型チェーン薬局 薬局

費用の
補助内容

55.0万円を上限に補助
※事業額の165.0万円の

1/３を補助

39.3万円を上限に補助
※事業額の117.9万円の

1/３を補助

10.8万円を上限に補助
※事業額21.5万円の

1/２を補助

1.5万円を上限に補助
※事業額6.0万円の

1/4を補助

3.0万円を上限に補助
※事業額6.0万円の

1/2を補助

電子処方箋管理サービスを導入している医療機関・薬局が新機能（院内処方機能）を追加的に導入した場合

17
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令和８年度診療報酬改定の概要
【全体概要版】

令和８年３月５日版
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令和８年度診療報酬改定の概要
【全体概要版】

令和８年３月５日版
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令和８年度診療報酬改定の概要【調剤】
令和８年３月５日版



○ TVアニメ「薬屋のひとりごと」とのタイアップを始めとした、国民向けの周知を実施してきた。医薬品のダミ

コードを受け付けない、電子処方箋管理サービスの改修も受け、周知広報を強化し、国民理解を醸成を図る。

○ ７月に厚生労働省の国民向け周知広報HPのリニューアルを行った他、SNS、運用開始マップのUI改善、デ

ジタル広告、新しい漫画のリリース、自治体と連携した周知を実施。

周知広報の強化

2121

「薬屋のひとりごと」
とのタイアップ※

TVアニメとタイアップし
リーフレット作成や特設サイト開設
※令和７年６月までタイアップ

国民向けHP改修

厚生労働省ホームページの
国民向けHPのデザインを改善

厚生労働省SNS

厚労省のSNS（XとFacebook）
を通した周知

デジタル広告

若者、仕事、旅行、災害をテーマに、
年代別男女のターゲットごとに周知
（Google広告及びInstagramで広告配信）

漫画広告

漫画家に協力いただき、
電子処方箋のエピソード漫画を制作し、

Instagramで周知（広告配信）

自治体との連携

自治体の周知チャネル
（都道府県の広報誌等）での周知

国民向け周知

運用開始マップのUI改善

電子処方箋対応の医療機関・薬局を
より検索し易く、より動作を軽快に

したマップを追加

第５回電子処方箋推進会議
（令和７年９月29日）資料１



○ いくつかの自治体にご協力いただき、広報誌への掲載、ラジオやTVでの放映など実施いただいています。

○ 医療安全の向上のため、県民の皆様へ電子処方箋の周知広報のご協力をお願いします。

自治体での周知広報

22

富山県の新聞広報

掲載紙：北日本新聞、読売新聞、富
山新聞、北陸中日新聞、朝日新聞

滋賀県の広報誌 千葉県の広報誌鳥取県の新聞広報

群馬県庁でのサイネージ放映千葉県のTVCM放映 鹿児島県のシニア向け
サイトで配信

北海道のHPにて県民向けに
電子処方箋ページを作成

22

自治体と連携した周知広報



周知資料等について

○ 活用事例サイトや、患者さんへの説明にも使える資料等を作成しておりますのでご活用をお願いします。

  （※）電子処方箋等活用事例サイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_case.html）

  （※）電子処方箋に関する周知素材サイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html）

好事例／活用事例の周知患 者 向 け 周 知 用 資 料 の 作 成

○能登半島地震の被災により通院等が困難な
状況下でも、オンライン診療・電子処方箋に
より、患者の医療に貢献した事例。

○電子処方箋×タブレット端末の導入により、
完全ペーパレス化、業務時間、経費削減を
行った事例。

○既存のその他活用事例に加えて、今後も追加
していく。

○医療機関・薬局の待合室で放映
いただくサイネージの作成

○漫画を活用したリーフレットの
作成

電子処方箋ポスター等の配布

○電子処方箋の対応施設、広報のためのタイ

アップ・ポスター等を配布

○リフィル処方箋のプレ運用期間中に、対応

   施設に表示するステッカーも配布。

○今後も引き続き、ポスター／リーフレットを医

療機関等に配布していく。

©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
TVアニメ「薬屋のひとりごと」とタイアップ

（※2023年度実施）

23

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_case.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
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